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２ 筆界確認情報の提供等を求める必要がある場合であっても、求める筆界確

認情報は、登記官が筆界の調査及び認定をするために必要な最小限の範囲の

ものに限るものとする。

３ 上記１及び２に係る取扱いの詳細については、別途定める「表示に関する

登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針」によるものとする。




